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十

号

令

和

六

年

一

月

十

六

日

(

火
曜
日)

目

次

公

示

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

(

都
市
政
策
課)

一
七
ペ
ー
ジ

公

示

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

瑞
穂
市

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

瑞
穂
市
穂
積
の
一
部(

穂
積
Ⅰ)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

令
和
二
年
七
月
か
ら
令
和
五
年
二
月
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

瑞
穂
市(

穂
積
の
一
部)

の
地
籍
図

瑞
穂
市(

穂
積
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。
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発
行

(

休
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た
る
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き
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翌
日)

令
和
六
年
一
月
十
六
日



令
和
六
年
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

加
茂
郡
八
百
津
町

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

加
茂
郡
八
百
津
町
大
字
潮
見
の
一
部(

南
道
渡)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
八
年
六
月
か
ら
令
和
四
年
三
月
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

加
茂
郡
八
百
津
町(

大
字
潮
見
の
一
部)
の
地
籍
図

加
茂
郡
八
百
津
町(

大
字
潮
見
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

加
茂
郡
八
百
津
町

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

加
茂
郡
八
百
津
町
大
字
潮
見
の
一
部(

境
ケ
洞)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
八
年
六
月
か
ら
令
和
四
年
三
月
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

加
茂
郡
八
百
津
町(

大
字
潮
見
の
一
部)

の
地
籍
図

加
茂
郡
八
百
津
町(

大
字
潮
見
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

加
茂
郡
八
百
津
町

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

加
茂
郡
八
百
津
町
大
字
潮
見
の
一
部(

横
手)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
八
年
六
月
か
ら
令
和
五
年
三
月
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

加
茂
郡
八
百
津
町(

大
字
潮
見
の
一
部)

の
地
籍
図

加
茂
郡
八
百
津
町(

大
字
潮
見
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

加
茂
郡
八
百
津
町
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二

調
査
を
行
っ
た
地
域

加
茂
郡
八
百
津
町
大
字
潮
見
の
一
部(

大
小
坂)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
八
年
六
月
か
ら
令
和
五
年
三
月
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

加
茂
郡
八
百
津
町(
大
字
潮
見
の
一
部)

の
地
籍
図

加
茂
郡
八
百
津
町(
大
字
潮
見
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

加
茂
郡
八
百
津
町

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

加
茂
郡
八
百
津
町
大
字
潮
見
の
一
部(

十
日
神
楽)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
八
年
六
月
か
ら
令
和
五
年
三
月
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

加
茂
郡
八
百
津
町(

大
字
潮
見
の
一
部)

の
地
籍
図

加
茂
郡
八
百
津
町(

大
字
潮
見
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

加
茂
郡
八
百
津
町

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

加
茂
郡
八
百
津
町
大
字
潮
見
の
一
部(

山
王
平)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
八
年
六
月
か
ら
令
和
五
年
三
月
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称

加
茂
郡
八
百
津
町(

大
字
潮
見
の
一
部)

の
地
籍
図

加
茂
郡
八
百
津
町(

大
字
潮
見
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日

○
国
土
調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
の
認
証

国
土
調
査
法(

昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号)

第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
国
土

調
査
の
結
果
に
係
る
地
図
及
び
簿
冊
を
認
証
し
た
の
で
、
同
条
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
示
す
る
。

令
和
六
年
一
月
十
六
日

岐
阜
県
知
事

古

田

肇

一

調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称

加
茂
郡
八
百
津
町

二

調
査
を
行
っ
た
地
域

加
茂
郡
八
百
津
町
大
字
潮
見
の
一
部(

大
西)

三

調
査
を
行
っ
た
期
間

平
成
十
八
年
六
月
か
ら
令
和
五
年
三
月
ま
で

四

地
図
及
び
簿
冊
の
名
称
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加
茂
郡
八
百
津
町(

大
字
潮
見
の
一
部)

の
地
籍
図

加
茂
郡
八
百
津
町(

大
字
潮
見
の
一
部)

の
地
籍
簿

五

認
証
年
月
日

令
和
五
年
十
二
月
二
十
二
日
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